
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●…18 日(金)は、早朝甲賀駅で宣伝、９時半から甲南第一小学校卒業式、12 時半から信楽で奥田義邦さ

んのお葬式、帰宅後実務等。●…19 日(土)は、赤旗日曜版配達、署名・ほほえみ作成等、夜から私用で奈良へ 20 日(日)夜まで。●

…21 日(月)は、早朝赤旗配達、森尻延寿クラブ総会、13 時半から街頭宣伝、署名、ほほえみ作成。●…22 日(火)は、8 時から診療

所、10 時から議会本会議、終了後議会全員協議会、19 時半まで。夜議会報告特集ニュース作成。●…23 日(水)は、9 時半から甲南

北保育園卒園式、終了後甲賀広域行政組合議会の準備、赤旗集金等。 

山
やま

岡光
おかみつ

広
ひろ
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このニュースは、毎週発行しています。fb でもご覧いただけます。また毎週金曜日早朝、甲南・寺庄・甲賀の各駅をまわって配布しています。

各会派・無所属 討論 討論 無

主な議案に対する各会派の態度 賛成 反対

安
井
直
明

山
岡
光
広

小
西
喜
代
次

服
部
治
男

橋
本
律
子

中
西
弥
兵
衛

的
場
計
利

鵜
飼
勲

橋
本
恒
典

田
中
実

森
田
久
生

山
中
善
治

林
田
久
充

小
河
文
人

戎
脇
浩

土
山
定
信

森
嶋
克
己

田
中
新
人

竹
村
貞
男

片
山
修

竹
若
茂
國

白
坂
萬
里
子

加
藤
和
孝

田
中
將
之

谷
永
兼
二

辻
重
治

平成28年度一般会計予算案 市長 森田久生 小西喜代次 可決 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成28年度国民健康保険特別会計予算案 市長 竹若茂國 安井直明 可決 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成28年度介護保険特別会計予算案 市長 橋本律子 安井直明 可決 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

平成28年度後期高齢者医療特別会計予算案 市長 加藤和孝 安井直明 可決 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲賀市まちづくり基本条例案 市長 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲賀市消費生活センター設置条例案 市長 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲賀市行政不服審査法施行条例案 市長 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

旧甲賀病院跡地取得に関する議決 市長 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ＴＰＰ交渉に関する意見書の提出を求める請願 ＪＡこうか 鵜飼　勲 小西喜代次 採択 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

「治安維持法犠牲者国会賠償法（仮称）」の制定を求める請願
治安維持法犠牲
者国賠同盟

山岡光広 白坂萬里子 不採択 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

夜間中学の整備と拡充を求める意見書 竹村貞男 竹若茂國 小河文人 否決 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

軽減税率の円滑な導入に向け事業者支援などを求める意見書 加藤和孝
白坂萬里子
田中將之

安井直明
森嶋克己

可決 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○

児童虐待防止対策の抜本強化を求める意見書 白坂萬里子 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

安全保障関連法の廃止を求める意見書 安井直明 小西喜代次 田中將之 否決 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

国の制度として乳幼児医療費無料化制度の実現を求める意見書 安井直明 山岡光広 加藤和孝 否決 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○

消費税率10％への引き上げ中止を求める意見書 山岡光広 安井直明 橋本律子 否決 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○

高浜原発3号機・4号機の再稼働中止を求める意見書 山岡光広
小西喜代次
竹村貞男

森田久生
加藤和孝

否決 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○

辺野古新基地建設工事の即時中止・断念、地方自治の尊重・堅持を求める意
見書

小西喜代次 安井直明 的場計利 否決 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ● ●

ＴＰＰからの撤退を求める意見書 小西喜代次 山岡光広 田中実 否決 ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ● ○ ● ● ● ●

ＴＰＰ交渉に関する意見書　（請願採択をうけた意見書） 鵜飼勲 小河文人 小西喜代次 可決 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

議
長
の
た
め
採
決
に
加
わ
ら
ず

討論なし

討論なし

討論なし

討論なし

討論なし

公明党

提出 可否

共産党 清風クラブ 市民クラブ・新しい風

 

３
月
定
例
議
会
は
２２
日
の
最
終
日
、
各
議
案
及
び
請
願
と
意
見

書
案
に
対
す
る
採
決
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ
の
な
か
で
日
本
共
産
党

が
議
案
提
案
権
を
生
か
し
て
提
出
し
た
、
安
保
法
制
の
廃
止
や
原
発

再
稼
働
中
止
、
消
費
税
10
％
へ
の
引
き
上
げ
中
止
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
か
ら

の
撤
退
な
ど
６
つ
の
意
見
書
に
つ
い
て
は
、
自
民
系
保
守
会
派
「
清

風
ク
ラ
ブ
」
と
公
明
党
が
こ
と
ご
と
く
反
対
し
た
た
め
、
す
べ
て
否

決
と
な
り
ま
し
た
。
治
安
維
持
法
犠
牲
者
の
国
家
賠
償
法
（
仮
称
）

を
求
め
る
請
願
に
つ
い
て
も
「
気
の
毒
だ
が
、
そ
れ
は
仕
方
が
な
い

こ
と
」
な
ど
と
不
採
択
と
し
ま
し
た
（
山
岡
議
員
の
賛
成
討
論
を
裏

面
に
掲
載
）
。
市
民
の
い
の
ち
と
暮
ら
し
を
守
る
た
め
に
は
、
国
に

も
き
ち
ん
と
意
見
を
言
え
る
議
員
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
結

局
、
「
清
風
ク
ラ
ブ
」
と
公
明
は
、
安
倍
内
閣
に
全
く
批
判
の
意
見

を
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
体
質
が
浮
き
彫
り
に
な
り
ま
し
た
。 

 

Ｊ
Ａ
か
ら
提
出
さ
れ
た
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
関
す
る
請
願
は
、
議
論
の
中

で
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
を
受
入
れ
た
上
で
の
国
内
対
策
を
求
め
る
主
旨
で

あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
反
対
し
ま
し
た
。
同
主
旨
の
意

見
書
も
提
案
さ
れ
ま
し
た
が
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
は
国
会
決
議
に
反
す
る

の
で
は
な
い
か
」
と
認
識
を
質
し
た
と
こ
ろ
、
国
会
決
議
に
つ
い
て

知
ら
な
い
と
述
べ
る
な
ど
、
認
識
の
浅
さ
を
露
呈
し
ま
し
た
。 

■
安
全
保
障
関
連
法
（
戦
争
法
）
廃
止
を 

■
国
の
制
度
と
し
て
乳
幼
児
医
療
費
無
料

化
制
度
の
創
設
を 

■
消
費
税
10
％
引
き
上
げ
中
止
を 

■
高
浜
原
発
３
・
４
号
機
再
稼
働
中
止
を 

■
辺
野
古
新
基
地
即
時
中
止
・
断
念
を 

■
Ｔ
Ｐ
Ｐ
か
ら
の
撤
退
を
求
め
る 

 

日
本
共
産
党
信
楽
町
議
を
８
期
務
め
た
奥
田

義
邦
さ
ん
（
80
）
が
３
月
１５
日
急
逝
さ
れ
ま
し

た
。
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
合
掌
。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請
願
第
２
号 

「
治
安

維
持
法
犠
牲
者
国
家
賠
償

法
（
仮
称
）
」
の
制
定
を
求

め
る
請
願
書
に
賛
成
の
立

場
か
ら
、
ま
た
こ
れ
を
不

採
択
と
す
べ
き
、
と
す
る

只
今
の
総
務
常
任
委
員
長

報
告
に
反
対
の
立
場
か

ら
、
討
論
し
ま
す
。 

  

治
安
維
持
法
は
、
明
治

憲
法
下
に
あ
る
１
９
２
５

年
（
大
正
１４
年
）
に
制
定

さ
れ
、
太
平
洋
戦
争
敗
戦

後
の
１
９
４
５
年
１０
月
に

廃
止
さ
れ
る
ま
で
、
当
時

の
絶
対
主
義
的
天
皇
制
政

府
の
も
と
で
、
結
社
の
自

由
、
思
想
・
信
条
の
自
由

が
侵
害
さ
れ
、
数
多
く
の

人
た
ち
が
不
当
な
弾
圧
の

も
と
で
犠
牲
と
な
ら
れ
ま

し
た
。 

 

治
安
維
持
法
第
１
条
に

は
、「
国
体
を
変
革
し
又
は

私
有
財
産
制
度
を
否
認
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
結

社
を
組
織
又
は
情
を
知
り

て
、
加
入
し
た
る
も
の
は
、

１０
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

禁
錮
に
処
す
。
前
項
の
未

遂
罪
は
之
を
罰
す
」
と
あ

り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

天
皇
制
に
反
対
し
、
国
民

主
権
を
訴
え
る
共
産
主
義

運
動
や
社
会
変
革
を
め
ざ

す
運
動
を
徹
底
的
に
弾
圧

し
ま
し
た
。
そ
し
て
１
９

２
８
年
３
月
１５
日
、
い
わ

ゆ
る
「
３
．
１
５
事
件
」

で
は
、
日
本
共
産
党
に
対

す
る
大
弾
圧
が
加
え
ら

れ
、
１
６
０
０
人
に
お
よ

ぶ
日
本
共
産
党
員
と
戦
闘

的
労
働
者
が
検
挙
さ
れ
ま

し
た
。
時
の
政
府
は
さ
ら

に
そ
の
年
の
６
月

２８

日

に
、
死
刑
罪
、
目
的
遂
行

罪
を
導
入
。
つ
ま
り
、
警

察
の
恣
意
的
な
解
釈
に
よ

っ
て
「
共
産
党
の
結
社
に

つ
な
が
る
行
為
」
と
認
定

す
れ
ば
、
「
目
的
遂
行
罪
」

と
し
て
処
罰
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
、
と
ん
で

も
な
い
、
希
代
の
悪
法
と

し
て
、
蛮
行
が
繰
り
返
さ

れ
た
の
で
す
。
こ
の
緊
急

勅
令
に
た
だ
一
人
反
対
し

た
労
農
党
の
山
本
宣
治
代

議
士
は
１
９
２
９
年
３
月

５
日
右
翼
に
よ
っ
て
暗
殺

さ
れ
ま
し
た
。 

し
か
し
、
平
和
と
民
主

主
義
を
求
め
る
運
動
は
、

こ
う
し
た
弾
圧
に
屈
せ

ず
、
労
働
者
農
民
を
中
心

に
大
き
く
広
が
り
ま
し

た
。
こ
れ
に
支
配
階
級
は

さ
ら
な
る
弾
圧
を
強
化
し

ま
し
た
。
１
９
３
３
年
、

昭
和
８
年
に
起
き
た
、
小

林
多
喜
二
虐
殺
事
件
は
そ

の
象
徴
で
、
こ
の
年
、
治

安
維
持
法
に
よ
る
検
挙
者

は
、
１
８
，
３
９
７
人
と

記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
う
し
た
治
安
維
持
法

に
よ
る
弾
圧
は
、
日
本
共

産
党
員
だ
け
で
は
な
く
、

社
会
主
義
運
動
の
人
々
、

自
由
主
義
的
な
研
究
・
言

論
や
宗
教
団
体
の
教
義
・

信
条
さ
え
も
弾
圧
の
対
象

と
さ
れ
ま
し
た
。 

こ
の
治
安
維
持
法
に
よ
っ

て
、
逮
捕
さ
れ
た
人
は
数

十
万
人
に
及
び
、
送
検
だ

け
で
も
７
５
，
６
８
１
人
、

う
ち
起
訴
は
５
，
１
６
２

人
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、

拷
問
で
虐
殺
さ
れ
た
り
、

獄
死
し
た
人
１
９
４
人
。

獄
中
で
病
死
し
た
人
１
５

０
３
人
と
い
う
記
録
が
残

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
な
か

に
は
、
滋
賀
県
出
身
で
、

初
代
・
水
戸
黄
門
と
し
て

演
劇
の
舞
台
で
活
躍
し
た

東
野
英
二
郎
さ
ん
な
ど
も

お
ら
れ
ま
す
。
甲
賀
市
関

係
で
は
、
当
時
の
油
日
村

の
野
崎
弥
八
さ
ん
、
大
原

村
の
粂
田
律
さ
ん
、
小
原

村
の
富
増
末
吉
さ
ん
な
ど

が
お
ら
れ
ま
す
。 

戦
後
、
こ
の
法
律
は
廃

止
さ
れ
ま
し
た
。
当
然
で

す
。
し
か
し
、
治
安
維
持

法
で
弾
圧
さ
れ
た
犠
牲
者

に
対
し
て
は
「
将
来
に
向

か
っ
て
そ
の
刑
の
言
い
渡

し
を
受
け
な
か
っ
た
も
の

と
み
な
す
」
と
さ
れ
た
だ

け
で
、
何
の
謝
罪
も
損
害

賠
償
も
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
。
法
制
定
か
ら
９１
年
を

経
過
し
て
お
り
、
犠
牲
と

な
っ
た
人
々
も
高
齢
と
な

っ
て
い
る
だ
け
に
、
一
刻

も
早
く
国
家
賠
償
法
の
制

定
が
必
要
で
す
。 

総
務
常
任
委
員
会
の
議

論
で
は
、「
犠
牲
と
な
っ
た

人
々
は
気
の
毒
だ
が
、
そ

の
当
時
の
国
の
体
制
の
下

で
は
仕
方
が
な
い
」
と
い

う
旨
の
発
言
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
う
い
う
考
え
方
は
、

戦
前
の
弾
圧
を
正
当
化
す

る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
そ

の
教
訓
を
後
世
に
伝
え
る

こ
と
に
逆
行
す
る
も
の
で

す
。 ま

た
、「
治
安
維
持
法
は

希
代
の
悪
法
」
と
の
認
識

を
示
し
な
が
ら
、
治
安
維

持
法
犠
牲
者
国
家
賠
償
法

の
制
定
に
つ
い
て
は
、「
一

部
の
被
害
事
実
の
み
に
狭

め
る
恐
れ
が
あ
る
」
と
し

て
反
対
さ
れ
ま
し
た
が
、

こ
れ
も
、
こ
の
法
が
如
何

に
人
権
を
蹂
躙
し
た
弾
圧

法
で
あ
る
の
か
、
そ
の
弾

圧
に
よ
っ
て
如
何
に
罪
な

き
人
々
が
命
を
奪
わ
れ
犠

牲
に
な
っ
た
の
か
、
治
安

維
持
法
が
国
体
護
持
の
た

め
に
、
自
由
と
平
和
、
民

主
主
義
者
を
抹
殺
す
る
も

の
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の

本
質
を
見
な
い
で
、
む
し

ろ
覆
い
隠
す
こ
と
に
つ
な

が
る
も
の
と
い
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。 

い
う
ま
で
も
な
く
、
戦

争
犠
牲
者
に
対
す
る
戦
後

補
償
は
国
際
社
会
の
常
識

で
す
。
日
本
弁
護
士
連
合

会
も
「
公
式
に
謝
罪
を
し
、

肉
体
的
・
精
神
的
被
害
に

関
す
る
補
償
を
含
め
た
慰

謝
の
措
置
を
と
る
こ
と

が
、
侵
害
さ
れ
た
人
権
の

回
復
措
置
と
し
て
必
要
不

可
欠
で
あ
る
」
と
勧
告
し

て
い
ま
す
。 

国
家
賠
償
法
が
あ
り
ま

す
が
、
請
求
権
を
具
体
化

す
る
た
め
に
は
、
特
別
の

立
法
化
が
必
要
で
す
。
で

す
か
ら
、「
治
安
維
持
法
犠

牲
者
国
家
賠
償
法
」
の
制

定
を
求
め
て
お
ら
れ
る
の

で
す
。 

い
ま
ま
さ
に
、
憲
法
の

基
本
原
則
を
踏
み
に
じ

り
、
集
団
的
自
衛
権
行
使

容
認
の
閣
議
決
定
や
海
外

で
戦
争
す
る
国
づ
く
り
へ

と
大
き
く
ふ
み
だ
す
、
新

安
保
法
制
。
戦
争
法
が
強

行
可
決
さ
れ
、
施
行
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
時
だ
け

に
、
過
去
の
悲
惨
な
戦
争

の
教
訓
で
あ
る
、
治
安
維

持
法
に
対
し
て
き
ち
ん
と

し
た
謝
罪
と
被
害
者
補
償

を
行
う
こ
と
が
、
再
び
戦

争
と
暗
黒
政
治
復
活
を
許

さ
な
い
大
き
な
布
石
と
な

る
こ
と
を
申
し
上
げ
、
本

請
願
に
賛
成
の
討
論
と
し

ま
す
。 

 
「
治
安
維
持
法
犠
牲
者
国
家
賠
償
法
（
仮
称
）
の
制
定
を
求
め
る
請
願
」
に
対
す
る
、
日
本
共
産
党
山
岡
光
広
議
員
の
賛

成
討
論
を
紹
介
し
ま
す
。
自
民
保
守
系
会
派
「
清
風
ク
ラ
ブ
」
と
公
明
党
が
反
対
し
た
た
め
、
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。 


